
　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
十
九
年
八
月
十
六
日

広
島
県
知
事  

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

特
定
非
営
利

活
動
法
人
の

名　
　
　

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

定

款

に

記

載

さ

れ

た

目

的

定
款
変
更
の

内

容

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
手

を
つ
な
ぐ
福

祉
会

金
野　

光
雄

広
島
県
福
山

市
新
涯
町
一

丁
目
一
二
番

二
一
号

こ
の
法
人
は
、
知
的
発

達
に
障
害
を
持
つ
人

た
ち
を
は
じ
め
と
す

る
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
害

を
持
つ
人
た
ち
が
、
地

域
の
中
で
、
安
心
し

て
、
豊
か
に
暮
ら
す
た

め
に
、
福
祉
、
労
働
、

権
利
擁
護
な
ど
の
諸

制
度
の
確
立
、
向
上
を

図
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

特
定
非
営
利
活

動
に
係
る
事
業

の
変
更

平
成
一
九
年

八
月
六
日


